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規 則

〇鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則の一部を改正する規則
（自然環境課）…………………………………………………………………………………

規 則

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則の一部を改正する規則をここに公布す
る。
平成 年３月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第 号

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則の一部を改正する規則
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則（平成 年北海道規則第 号）の一部

を次のように改正する。
第２条第１項中「第 条第５項及び第 条第３項」を「第 条第６項及び第 条第４項」

に改める。
第３条第４項中「第７条第９項」を「第７条第 項」に改め、同条第５項中「第７条第
項から第 項まで」を「第７条第 項から第 項まで」に改め、同条の次に次の１条を加え
る。
（対 狩猟鳥獣の捕獲等の承認の申請等）
第３条の２ 省令第 条の２第３項の申請書の様式は、別記第３号様式の２とする。
２ 省令第 条の２第８項の申請書の様式は、別記第３号様式とする。
３ 省令第 条の２第９項及び第 項の規定による届出は、別記第３号様式の届出書により
行わなければならない。
第 条の見出し中「銃猟」を「特定猟具使用制限区域における捕獲等」に改め、同条の次
に次の１条を加える。
（危険猟法の許可の申請等）

第 条の２ 環境省関係道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行規則（平
成 年環境省令第２号。以下この条において「道州制特別区域推進法施行規則」とい

う。）の規定により読み替えて適用する省令第 条第１項の申請書の様式は、別記第 号
様式の２とする。
２ 道州制特別区域推進法施行規則の規定により読み替えて適用する省令第 条第４項の申
請書の様式は、別記第３号様式とする。
３ 道州制特別区域推進法施行規則の規定により読み替えて適用する省令第 条第５項及び
第６項の規定による届出は、別記第３号様式の届出書により行わなければならない。
第 条第２項中「鳥獣保護に関し学識経験」を「鳥獣の保護管理又は狩猟制度についての
知識、技術及び経験」に改める。
第 条中「、承認証、狩猟免状又は狩猟者登録証」を「、危険猟法許可証、狩猟免状、狩
猟者登録証、承認証（対 狩猟鳥獣の捕獲等の承認）又は承認証（特定猟具使用制限区域に
おける捕獲等の承認）」に改める。
別記第１号様式（表面）中
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に改め、同様式（裏面）の注１の の事項中「申請する場合は」を「申請する場合であって、
狩猟者登録をしているときは」に改め、「（狩猟者登録をしていない場合は、狩猟免許）」
を削り、同注 の事項を同注 の事項とし、同注７の事項から同注 の事項までを１事項ず
つ繰り下げ、同注６の事項中「銃器を」を「猟銃・空気銃所持許可証番号及び交付年月日の
記入欄には、銃器を」に、「使用する銃器の銃砲所持許可番号及び許可年月日並びに銃砲の
種類を該当欄に記入する」を「当該銃器の所持について申請者（法人にあっては、捕獲等に
従事する者）が現に受けている銃砲刀剣類所持等取締法第４条第１項第１号の規定に係る許
可証番号及び交付年月日を記載する」に改め、同事項を同注７の事項とし、同注５の事項の
次に次の１事項を加える。
６ 狩猟免許に係る記入欄には、申請者（法人にあっては、捕獲等に従事する者）が狩
猟免許を現に受けている場合にあっては、当該狩猟免許の種類、当該狩猟免許を与え

「

」

銃器を使用する場合は、銃砲所
持許可番号及び許可年月日

を
「

」

狩猟免許を受けている場合は、
当該免許の種類、免許を与えた
都道府県知事名並びに狩猟免状
の 番 号 及 び 交 付 年 月 日

銃 器 を 使 用 す る 場 合 は、
猟 銃・ 空 気 銃 所 持 許 可 証
の 番 号 及 び 交 付 年 月 日
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た都道府県知事名並びに当該狩猟免許に係る狩猟免状の番号及び交付年月日を記載す
ること。

尾欄外注３の事項を次のように改める。
３ 狩猟者登録欄は、狩猟者登録をしている場合に記入すること。

別記第１号様式別紙中

「

」

を

「
捕 獲 等 又 は
採取等の方法
（使用する捕獲
用具の名称）

捕 獲 等 又 は
採取等の方法
（使用する捕獲
用具の名称）

狩 猟 免

種

類

都道府

県知事

番

号

許

交 付

年月日

」

に、

「

」

を

「

」

に改め、同様式別紙末
所持許

可番号

許 可

年月日

所持許可

証 番 号

交 付

年月日

別記第３号様式（表面）中

「
□許 可 証 □従 事 者 証 □指定猟法許可証
□登 録 票 □販 売 許 可 証 □承 認 証
□狩 猟 免 状 □狩猟者登録証 □狩 猟 者 記 章

」

を

「

」

に改める。

□許可証 □従事者証 □指定猟法許可証 □登録票
□販売許可証 □危険猟法許可証 □狩猟免状
□狩猟者登録証 □狩猟者記章
□承認証（対 狩猟鳥獣の捕獲等の承認）
□承認証（特定猟具使用制限区域における捕獲等の承認）

別記第３号様式の次に次の１様式を加える。
別記第３号様式の２（第３条の２関係）
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年 月 日
北海道知事 様

対 狩猟鳥獣の捕獲等の承認申請書
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第 条第３項の規定により、対 狩猟鳥獣

の捕獲等の承認を受けたいので、次のとおり申請します。

申請者

住 所
〒

電話番号

氏 名

職 業

生年月日 年 月 日生

別記第 号様式中「銃 猟 承 認 申 請 書」を「特定猟具使用制限区域における捕
獲等の承認申請書」に、「銃猟制限区域における銃猟」を「特定猟具使用制限区域における
捕獲等」に、

捕獲等をしようとする北海道知事が
対 狩猟鳥獣の捕獲等につきあらか
じめ承認を受けるべき旨の制限をし
た 区 域 の 名 称

捕獲等をしようとする対 狩猟鳥獣
の 種 類

捕獲等をしようとする年月日 年 月 日

備 考

注１ 氏名欄に署名した場合、押印を省略できます。
２ 用紙の大きさは、日本工業規格 ４とすること。

別記第５号様式中

「

」

を

「

」

に改める。
現在飼養してい
る鳥獣の種類別
羽 （頭） 数

現在飼養している
鳥獣の種類別員数

に改める。
別記第 号様式の次に次の１様式を加える。

別記第 号様式の２（第 条の２関係）
年 月 日

北海道知事 様

「
銃 猟 を し よ う と す る

銃 猟 制 限 区 域 の 名 称

」

銃猟をしようとする年月日 年 月 日

備 考

「

」

使用しようとする特定猟具の
種 類

捕獲等をしようとする特定猟
具 使 用 制 限 区 域 の 名 称

捕獲等をしようとする年月日 年 月 日

備 考

を

申請者

住 所
〒

電話番号

氏 名

職 業

生年月日 年 月 日生

危 険 猟 法 許 可 申 請 書
道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第 条第１項の規定により読み

替えて適用する鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第 条第２項の規定により、
危険猟法により鳥獣の捕獲等をする許可を受けたいので、次のとおり申請します。

危 険 猟 法 の 種 類

危険猟法によらなけれ
ば な ら な い 理 由
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捕獲等をしようとする
目 的

捕獲等をしようとする
期 間 年 月 日から 年 月 日まで

捕獲等をしようとする
区 域

捕獲等をしようとする
鳥獣の種類及び数量

学術研究を目的として
捕獲等をしようとする
場合にあっては、研究
の 事 項 及 び 方 法

危害防止のための措置

麻酔銃を使用する場
合は、猟銃・空気銃
所持許可証番号及び
交 付 年 月 日

備 考

注１ 捕獲等をしようとする区域を明らかにした図面を添付すること。
２ 氏名欄に署名した場合、押印を省略できます。
３ 用紙の大きさは、日本工業規格 ４とすること。

別記第 号様式（表面）中

「
□網・わな猟免許 １ 網 ２ わな

□第１種銃猟免許 ３ ライフル銃 銃砲所持許可番号

許可年月日 年

４ 散 弾 銃 銃砲所持許可番号

許可年月日 年

５ 空 気 銃
（圧縮ガスを使用
するものを含む。）

銃砲所持許可番号

許可年月日 年

□第２種銃猟免許 ６ 空 気 銃
（圧縮ガスを使用
するものを含む。）

銃砲所持許可番号

許可年月日 年

」

を

「

」

□網猟免許 □わな猟免許

号 □第１種銃猟免許 １ ライフル銃
猟銃・空気銃
所持許可証
番 号

号
月 日

号 ２ 散 弾 銃

月 日

号 ３ 空 気 銃
（圧縮ガスを使用
するものを含む。）

交付年月日 年 月 日
月 日

号 □第２種銃猟免許 ４ 空 気 銃
（圧縮ガスを使用
するものを含む。）月 日

に、
「

網・わな猟免許 号

」
を

「
網 猟 免 許 号

わ な 猟 免 許 号

」

に改める。

別記第 号様式（表面）中

「
□網・わな猟免許 １ 網 ２ わな

□第１種銃猟免許 ３ ライフル銃 銃砲所持許可番号

許可年月日 年

４ 散 弾 銃 銃砲所持許可番号

許可年月日 年

５ 空 気 銃
（圧縮ガスを使用
するものを含む。）

銃砲所持許可番号

許可年月日 年

□第２種銃猟免許 ６ 空 気 銃
（圧縮ガスを使用
するものを含む。）

銃砲所持許可番号

許可年月日 年
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」

を

「

」

□網猟免許 □わな猟免許

号 □第１種銃猟免許 １ ライフル銃
猟銃・空気銃
所持許可証
番 号

号
月 日

号 ２ 散 弾 銃

月 日

号 ３ 空 気 銃
（圧縮ガスを使用
するものを含む。）

交付年月日 年 月 日
月 日

号 □第２種銃猟免許 ４ 空 気 銃
（圧縮ガスを使用
するものを含む。）月 日

に、
「

網・わな猟免許 号

」
を

「
網 猟 免 許 号

わ な 猟 免 許 号

」

に改め、同様式（裏面）中
「

□網・わな猟免許 知事

」
を

「
□網 猟 免 許 知事

号 年 月 日
□わ な 猟 免 許 知事

」

に改める。
号 年 月 日

号 年 月 日

「

」

□網・わな
猟免許に係
る登録

１ 網
２ わ な

都道府県知事名 狩猟免状の番号 交 付 年 月 日

知事 年 月 日

別記第 号様式（表面）中「 センチメートル」を「 センチメートル」に、

を

「

」

□ 網 猟
免 許 に 係
る登録

１ 網

都道府県知事名 狩猟免状の番号 交 付 年 月 日

知事 年 月 日

□ わ な 猟
免 許 に 係
る登録

２ わ な

都道府県知事名 狩猟免状の番号 交 付 年 月 日

知事 年 月 日

に改め、同様式（裏面）中
「

」

銃砲所持許可番号及び許可年月日（第１種銃猟免許又は第２種銃猟免許に係る登録の
場合のみ記載すること。）

第１種銃猟免許 ラ イ フ ル 銃 銃砲所持許可番号 号 許可年月日 年 月 日

散 弾 銃 銃砲所持許可番号 号 許可年月日 年 月 日

空気銃（圧縮ガスを使用するものを含む。） 銃砲所持許可番号 号 許可年月日 年 月 日

第２種銃猟免許 空気銃（圧縮ガスを使用するものを含む。） 銃砲所持許可番号 号 許可年月日 年 月 日

「

」

猟銃・空気銃所持許可証番号及び交付年月日（第１種銃猟免許又は第２種銃猟免許の
場合）

第１種銃猟免許 ラ イ フ ル 銃

猟 銃 ・ 空 気 銃
所持許可証番号

号 交付年月日 年 月 日
散 弾 銃

空気銃（圧縮ガスを使用するものを含む。）

第２種銃猟免許 空気銃（圧縮ガスを使用するものを含む。）

を

に改める。
別記第 号様式（表面）中「 センチメートル」を「 センチメートル」に、

「

」

□網・わな
猟免許に係
る登録

１ 網
２ わ な

都道府県知事名 狩猟免状の番号 交 付 年 月 日

知事 年 月 日

を
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に改め、同様式（裏面）中

に改める。
別記第 号様式中

「

」

銃砲所持許可番号及び許可年月日（第１種銃猟免許又は第２種銃猟免許の場合）

第１種銃猟免許 ラ イ フ ル 銃 銃砲所持許可番号 号 許可年月日 年 月 日

散 弾 銃 銃砲所持許可番号 号 許可年月日 年 月 日

空気銃（圧縮ガスを使用するものを含む。） 銃砲所持許可番号 号 許可年月日 年 月 日

第２種銃猟免許 空気銃（圧縮ガスを使用するものを含む。） 銃砲所持許可番号 号 許可年月日 年 月 日

「

」

猟銃・空気銃所持許可証番号及び交付年月日（第１種銃猟免許又は第２種銃猟免許の
場合）

第１種銃猟免許 ラ イ フ ル 銃

猟 銃・ 空 気 銃
所持許可証番号

号 交付年月日 年 月 日
散 弾 銃

空気銃（圧縮ガスを使用するものを含む。）

第２種銃猟免許 空気銃（圧縮ガスを使用するものを含む。）

を

に改める。
別記第 号様式中

「

月
入 猟 者 見 込 数 種 類 別 捕 獲 見 込 数
網・わな
猟 免 許

第 １ 種
銃猟免許

第 ２ 種
銃猟免許

人 人 人 羽 頭 羽 頭 羽 頭 羽 頭 羽 頭 羽 頭

を
「

」

月
入 猟 者 見 込 数 種 類 別 捕 獲 見 込 数

網 猟
免 許

わ な 猟
免 許

第 １ 種
銃猟免許

第 ２ 種
銃猟免許

人 人 人 人 羽 頭 羽 頭 羽 頭 羽 頭 羽 頭

計

「

区 分
狩 猟 許 可

合 計網・わな猟
免許

第１種銃猟
免許

第２種銃猟
免許 被害防止 そ の 他

開 猟 日 数

入猟者申込数

入 猟 者 数

鳥
獣
の
種
類
別
の
捕
獲

「

」

□ 網 猟
免 許 に 係
る登録

１ 網

都道府県知事名 狩猟免状の番号 交 付 年 月 日

知事 年 月 日

□ わ な 猟
免 許 に 係
る登録

２ わ な

都道府県知事名 狩猟免状の番号 交 付 年 月 日

知事 年 月 日

」
計
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に改める。
別記第 号様式の末尾欄外注１の事項中「、承認証、狩猟免状又は狩猟者登録証」を「、危
険猟法許可証、狩猟免状、狩猟者登録証、承認証（対 狩猟鳥獣の捕獲等の承認）又は承認
証（特定猟具使用制限区域における捕獲等の承認）」に改める。

附 則

１ この規則は、平成 年４月 日から施行する。ただし、第 条の次に１条を加える改正
規定及び第 条の改正規定並びに別記第３号様式の改正規定、別記第 号様式の次に１様
式を加える改正規定及び別記第 号様式の改正規定並びに附則第３項の規定は、同月１日
から施行する。

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する
法律施行細則（以下「細則」という。）の規定に基づいて作成されている用紙がある場合
においては、この規則による改正後の細則の規定にかかわらず、平成 年８月 日までの

間、必要な調整をして使用することを妨げない。
３ 附則第１項ただし書に規定する改正規定の施行の際現に当該改正規定による改正前の細
則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、当該改正規定による改正
後の細則の規定にかかわらず、平成 年８月 日までの間、必要な調整をして使用するこ
とを妨げない。

「

」

区 分
狩 猟 許 可

合 計網 猟
免 許

わ な 猟
免 許

第 １ 種
銃猟免許

第 ２ 種
銃猟免許

被 害
防 止 その他

開 猟 日 数

入猟者申込数

入 猟 者 数

鳥
獣
の
種
類
別
の
捕
獲
等
の
数

を

等
の
数

」
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